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決
議
ヲ
胸
臆
ル
山
江
ヲ
得

鮨
弟
・
・
ん
粂
　
天
皇
曇
鷲
若
ク
ハ
内
禅
二
際
シ
ム
筑
覚
ハ
關
㎜
ム
竃
二
歪
ラ
サ
ル
隠
ハ
召
出
莱

　
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
会
集
ス
此
臨
時
会
期
ハ
憂
駕
藩
ク
ハ
禅
位
ノ
後
第
十
五
B
二

　
之
ヲ
㎝
開
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
／

　
｝
両
賦
院
解
釦
散
ノ
時
二
際
シ
タ
ル
時
新
鞘
越
階
ヲ
終
り
タ
ル
日
ヨ
リ
梵
ハ
期
日
ヲ
瓶
戴
フ

第
・
・
条
　
国
会
ノ
会
期
ハ
両
院
ノ
合
同
二
於
テ
天
嘉
若
ク
ハ
天
皇
ノ
代
理
之

　
ヲ
開
ク
　
天
両
呈
国
益
ノ
v
為
ユ
ム
上
期
ノ
久
シ
キ
ヲ
｝
蘭
書
ス
ト
岡
心
量
シ
瓢
馴
フ
隣
．
ハ

　
閉
会
二
至
ル
其
式
亦
開
会
ノ
時
ノ
如
ク
ス

　
（
瓢
人
皇
一
塁
出
資
ノ
権
ヲ
執
行
シ
給
ハ
サ
ル
時
ハ
）
榊
趨
常
A
浜
期
率
ネ
ニ
十
日
二
降

　
ラ
ス
但
天
集
館
・
・
条
解
敬
ノ
権
ヲ
執
行
シ
給
フ
時
ハ
別
ナ
リ

　
　
　
　
…
…
…
（
折
舅
〕
・
…
…
・
・

第
・
・
熱
仙
　
（
天
白
認
ハ
）
国
会
ノ
罵
闘
院
置
旧
ク
ハ
一
院
ユ
（
ノ
）
解
散
ヲ
命
ス
ル

　
（
シ
給
フ
）
蒔
ハ
併
セ
テ
噛
幽
ム
誤
ノ
閉
ム
竃
ヲ
命
ス
（
シ
給
フ
）

第
・
・
条
両
院
ハ
各
自
二
於
テ
モ
会
同
二
於
テ
モ
議
員
ノ
出
廃
半
数
以
上

　
（
ヨ
リ
）
　
二
釜
ル
ノ
外
勤
（
亀
融
）
議
嘉
定
ス
ル
窟
7
ヲ
得
ス

第
＝
条
凡
ソ
決
ヲ
取
ル
ハ
表
盲
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
ス

表
言
ノ
黙
止
二
際
シ
テ
ハ
其
決
ヲ
拠
（
後
）
会
二
麺
ハ
汽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
†
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
2

　
此
ノ
如
キ
会
合
叉
満
数
娼
席
ノ
会
合
二
於
テ
裏
雷
ノ
黙
止
ハ
発
題
ノ
議
案
ヲ

　
深
ク
ル
ヲ
示
、
ス

第
・
・
条
凡
ソ
評
議
ハ
声
ヲ
掲
ケ
名
ヲ
呼
ヒ
テ
表
鷺
セ
シ
ム
ト
錐
ヘ
ト
モ
人

　
畠
只
ノ
選
挙
指
名
二
於
テ
ハ
仙
髄
田
派
ヲ
以
テ
ス

第
・
・
条
　
両
院
ノ
A
且
二
二
踊
於
テ
ハ
之
ヲ
一
贈
概
ム
竃
ト
視
倣
シ
茸
ハ
議
R
貝
ノ
座
位
ヲ

　
占
ム
ル
ハ
両
院
ノ
…
湖
ヲ
山
仔
セ
ス

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
昌
〕
…
…
…

　
　
　
　
　
－
！
乱
〔
～
〕

　
合
同
議
会
ノ
議
（
首
）
長
ハ
元
老
院
ノ
議
長
ナ
リ

　
　
　
　
繁
五
章
立
　
　
法
　
　
権

第
・
・
条
　
立
法
権
山
山
天
由
磁
国
会
ト
ム
鳳
同
シ
テ
之
ヲ
行
フ

第
・
・
条
　
天
皇
ハ
法
律
ノ
議
案
タ
ル
ト
他
ノ
発
題
議
案
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
之

　
ヲ
代
議
院
二
下
付
シ
給
フ
（
ス
）
其
下
付
ハ
理
由
ヲ
解
陳
ス
ル
宣
琶
ヲ
以
テ

　
シ
或
貧
委
瓜
貝
ヲ
以
テ
ス
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軍入勅講の成立と齎駕の懲法草案（3）（梅漢）

第
・
・
条
凡
ソ
下
付
ノ
議
題
嘉
定
時
二
塁
審
法
ヲ
以
テ
更
選
ス
ル
院
内
ノ
諸

　
課
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
二

　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3

　
翻
於
テ
先
ツ
商
調
霞
討
究
シ
タ
ル
後
之
ヲ
総
会
議
二
黒
ス

第
・
・
条
両
院
共
二
下
付
ノ
議
案
二
就
テ
改
窟
ヲ
ナ
ス
ノ
権
ヲ
膚
ス

第
・
・
条
代
議
院
ハ
其
議
案
（
ノ
）
改
蜜
ノ
看
無
ヲ
（
二
）
論
セ
（
拘
ラ
ス
）

　
ス
決
議
二
至
レ
ハ
例
文
ヲ
付
シ
テ
元
老
院
二
恩
ス

　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…
〔
不
明
）
　
　
　
　
〔
瓢
力
）

　
代
議
院
其
講
（
例
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
旗
柴
ヲ
琢
ヶ
ラ
レ
タ
ル
時
モ
猶
（
□
）
　
（
例
文
一
頃
リ
テ

　
　
天
皇
二
奏
聞
シ
猶
其
議
案
二
）
代
議
院
ハ
之
ヲ
嘉
納
セ
サ
ル
旨
ノ
例
文
ヲ

　
（
是
二
業
テ
奏
聞
シ
タ
ル
凶
日
ヲ
）
付
シ
テ
一
兀
訟
』
院
二
移
ス

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
置
∀
…
…
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
命
限
法

鱈即

E
・
条
　
一
章
老
院
ハ
第
・
・
み
粂
二
塗
・
シ
其
議
案
ヲ
議
ス

　
（
其
）
代
議
院
ノ
採
納
シ
タ
ル
瓢
曙
案
…
兀
老
院
二
於
テ
モ
同
シ
ク
採
納
…
シ
タ
瀞
着

　
ハ
例
山
叉
ヲ
付
シ
テ
之
ヲ
天
箆
学
一
奏
聞
シ
（
ス
）
蹴
盒
暇
ヲ
代
議
院
こ
組
知
ス

　
代
議
院
ノ
採
納
セ
サ
ル
議
案
二
宮
テ
同
シ
ク
採
納
セ
サ
ル
者
ハ
先
ッ
代
議
院

　
二
其
頃
日
ヲ
榊
趨
知
ス
ル
後
両
一
院
共
二
町
田
心
（
嘉
納
）
ヲ
鱗
雲
フ
一
阻
ヲ
　
以
テ
蜘
鯛
嚇
久
ヲ

　
替
シ
テ
天
皇
二
奏
聞
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
4

　
爾
院
ノ
採
納
セ
サ
ル
議
案
ハ
其
会
期
中
ハ
纐
納
ユ
属
ス

鮪
第
・
・
条
　
代
灘
劇
院
採
納
セ
ス
シ
テ
一
兀
老
院
二
移
送
シ
タ
ル
　
議
案
一
曲
老
院
ノ
ム
玖

　
岬
載
二
掠
於
一
ア
改
溜
鼠
修
哺
止
ヲ
魏
へ
採
納
ス
ヘ
シ
ト
決
シ
タ
ル
時
ハ
萄
（
其
旨
）

　
加
ヘ
タ
ル
上
ニ
テ
其
駈
戯
ノ
例
山
叉
ヲ
付
シ
代
議
院
二
士
月
村
シ
再
曲
議
ヲ
求
ム

其
再
議
二
於
テ
可
決
ス
ル
時
価
，
器
既
」
記
ん
ル
例
文
ヲ
付
三
揖
チ
ニ
．
之
ヲ
奏

　
　
〔
不
明
∪

聞
ス
（
□
）

其
再
議
猶
否
決
ス
ル
臨
吋
ハ
両
丁
丁
岡
㎞
戴
ノ
乗
ズ
昌
ハ
ヲ
靹
敵
ヶ
覚
ハ
諮
一
同
セ
サ
ル
点
二
就

テ
商

　
　
　
　
…
…
…
〔
折
費
〕
…
…
…

一議

註
泣
N
猶
漁
謂
㎝
議
二
至
ラ
サ
ル
時
ハ
論
…
点
ノ
何
辺
一
二
仕
ル
ヲ
討
究
シ
法
嗣
帰
着
…

ヲ
求
メ
茸
ハ
鵡
繭
醇
翰
帰
曲
膚
ス
ル
所
岡
権
法
理
凡
ヘ
テ
政
令
ノ
須
要
二
…
闘
ス
ル
群
雲

ら
刑
（
ル
時
ハ
）
一
兀
老
院
｝
姿
員
ノ
衷
｝
冨
二
加
一
ノ
榛
胆
ヲ
与
へ
帰
駿
屑
ス
ル
所
租

税
債
負
財
政
几
ヘ
テ
畏
カ
ノ
支
否
二
関
ス
ル
者
ダ
レ
ハ
代
議
院
ノ
表
言
二
野

一
ノ
権
ヲ
与
フ

妖…

激
g
モ
其
媒
叩
真
ス
ル
所
…
混
A
訊
刊
ス
可
ラ
サ
ル
者
ハ
各
（
天
）
梵
訟
調
弁
ヲ
鍛
岡

詑
シ
奏
聞
シ
テ
聖
断
ヲ
仰
ク

三
十
四

　
　
3
5

　
凡
ソ
｝
圃
院
改
三
春
ノ
点
二
於
テ
支
玉
欝
ヲ
生
ス
ル
一
時
モ
亦
此
法
二
一
繊
ル

　
覚
ハ
諮
…
議
二
至
ル
者
皆
㎞
例
山
刀
ヲ
付
シ
奏
聞
…
二
供
ス

第
・
・
粂
畷
会
ハ
法
律
議
案
ヲ
天
皇
二
奏
上
ス
ル
ノ
権
エ
塑
ハ

　
此
超
草
ノ
権
ハ
特
二
代
議
院
工
属
ス

　
其
淡
定
移
送
奏
聞
ノ
法
ハ
下
付
一
群
緊
茶
二
黒
ハ
ナ
ル
事
紐
…
シ

然
ル
ニ
此
議
案
ハ
元
老
院
ノ
採
納
二
依
ラ
サ
レ
ハ
奏
聞
二
至
ラ
ス
叉
其
様
期

中
ハ
再
議

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
〕
：
：
…
・
・
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二
至
ラ
ス

第
・
・
条
法
律
議
案
ヲ
除
ク
ノ
外
両
院
ハ
各
唐
二
其
他
ノ
創
議
ヲ
天
皇
轟

　
奏
聞
ス
ル
事
ヲ
得

第
・
・
条
　
酌
人
稟
詣
井
二
婆
心
云
採
納
シ
タ
ル
法
傍
題
議
案
ハ
大
日
太
』
國
法
ト
ナ
ル
砺

　
シ
テ
天
皇
（
王
）
其
公
柘
二
任
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
〕

　
燃
閏
即
法
ハ
干
籔
ス
ヘ
カ
ラ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
よ
丁
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
6

第
・
・
条
国
法
公
布
ノ
方
法
及
国
法
執
行
ノ
カ
ヲ
得
ル
ノ
期
限
ハ
法
律
ヲ
以

　
テ
之
ヲ
定
ム

　
囲
回
法
ノ
公
布
ハ
左
ノ
例
文
二
依
ル

　
集
讐
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
＊
〕
オ
ホ
ヤ
マ
ト
豊
秋

　
天
津
御
隔
圃
陛
太
神
ノ
御
霊
ノ
愚
　
　
　
　
　
津
灘
々
ノ
ス
男
亭
オ

　
ニ
頼
リ
天
津
日
嗣
…
知
ロ
シ
メ
ス
〔
瀞
U
　
　

サ
ヒ
訟
ノ
嫁
V
ノ
　
〔
赫
弧
マ
・
U

　
天
藤
二
頼
リ
万
世
一
系
ノ
宝
詐
ヲ
践
メ
ル
大
摂
本
国
天
仁
（
御
　
名
）
恭

　
　
　
コ
ノ
大
プ
ミ
ヲ
ウ
ケ
玉
イ
マ
シ
ク
イ
リ
玉

　
　
　
ハ
リ
ウ
ケ
玉
ハ
リ
ナ
ン
ニ
ヒ
ト
ラ
バ
ク

　
シ
ク
三
二
交
ヲ
通
覧
ス
ル
汝
有
衆
轟
瑚
ク
云
々
参
事
院
ノ
議
ヲ
経
国

　
　
　
　
　
　
会
ト
ノ
通
（
ト
講
）
議
諾
問
二
依
り
云
々
年
月
日
東
京
太
政

　
　
　
　
　
　
二
等

第
・
・
条
　
一
般
致
令
ノ
例
規
モ
公
布
ノ
方
法
執
行
ノ
期
限
ハ
亦
法
律
ヲ
以
テ

　
之
ヲ
定
ム

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
図
〕
…
…
…

　
　
　
　
仙
第
山
ハ
出
皐
　
△
訟
漸
訂
検
査
院
井
二
歳
計
予
算
鳶
衣

　
別
紙

　
々
ヲ
入
ル

第
・
・
条
　
凡
ソ
国
費
ノ
予
算
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
併
セ
テ
支
費
ノ
方
法

　
ヲ
決
定
開
示
ス

第
・
・
条
　
歳
（
國
）
計
予
算
雨
愛
ノ
議
案
ハ
連
年
該
予
僻
昇
二
対
ス
ル
晶
剛
会
計
』
牛

　
慶
ノ
芯
醐
単
期
（
年
）
議
甲
二
㎝
於
テ
国
会
ノ
通
常
蘭
…
期
ノ
詳
論
鼠
チ
工
大
㍊
五
官
ヨ
ヲ

　
代
議
院
二
下
付
ス

　
〔
右
二
僑
…
条
ノ
上
畠
蒋
箋
シ
テ
左
ノ
ニ
轄
剛
条
ア
リ
〕

第
・
・
条
会
計
検
査
院
ノ
書
誌
井
二
其
権
限
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

　
（
天
皇
ハ
）
其
僚
ロ
貝
ノ
欠
ク
ル
時
ハ
国
A
エ
ノ
代
脚
畿
院
ヨ
リ
瀞
催
薦
ス
ル
蟹
万
側
ノ

　
応
選
人
二
就
テ
天
皇
之
ヲ
勅
任
（
補
〉
ス

鮪
第
・
・
条
　
会
計
検
査
院
ノ
声
声
ハ
終
身
覚
ハ
職
二
任
ス
蛭
ハ
静
悸
緑
ハ
以
テ
之
ヲ
定

　
ム

第
・
・
条
　
歳
（
圏
）
計
予
算
表
ハ
覚
念
幽
隼
内
二
｛
冨
濃
州
使
等
一
部
ノ
費
用
ヲ

　
特
記
シ
他
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
六

　
混
A
口
通
天
晒
ス
ル
ヲ
得
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
狩

　
支
費
ノ
各
出
早
ヲ
以
テ
蝋
欄
鵡
猫
ク
高
評
鶴
瀬
ノ
法
案
ト
ナ
ズ
、
（
シ
）
覚
ハ
支
聯
夙
ヲ
転

移
ス
ル
ハ
唯
法
律
二
依
リ
テ
ノ
ミ
之
剴
（
為
ス
事
ヲ
得
）

第
・
・
条
　
各
会
計
年
度
二
野
テ
出
納
（
入
）
ノ
該
叢
ナ
ル
纂
ハ
会
計
検
査
院

　
ノ
査
籔
二
於
眉
テ
之
ヲ
認
可
シ
タ
ル
ト
謹
共
㎝
薄
播
…
ヲ
併
セ
立
法
画
温
こ
送
付
ス
。

出
納
精
算
ノ
差
額
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
整
頓
ス

　
　
　
　
…
…
…
〔
折
臼
〕
…
…
…

〔
編
次
大
意
〕
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軍人勅諭の成立と酉周の懲法準案⑧（梅渓）

幽
國
ノ
豊
幡
織
ハ
撮
拙
結
晶
ノ
法
山
ハ
稜
ノ
水
田
臼
ハ
紬
…
…
分
ス
ル
モ
亦
山
脚
晶
稜
ナ
リ
第
四
餓
締

鱗
工
漁
畢
報
リ
第
三
出
累
二
至
ル
亦
A
怒
議
ヲ
一
以
テ
洲
祝
入
猟
質
出
ぬ
力
法
ヲ
定
ム
然
レ
ト
モ

柚趨

?
一
般
ノ
法
縫
m
ヲ
立
ッ
ル
ニ
覇
非
ラ
ス
唯
世
法
中
二
就
テ
行
粘
以
上
ノ
方
法
ヲ
仲
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
冒

建
ス
ル
ノ
ミ
是
其
↑
以
テ
国
会
二
心
ル
所
以
ナ
リ
〔
以
上
、
朱
筆
、
二
十
七
田
上

欄
外
蕊
ア
リ
〕
府
県
会
丼
二
府
県
郡
区
町
村
ノ
簡
営
理
法
二
就
テ
一
本
邦
酬
既
二
成
煎
ハ

ア
リ
草
案
者
亦
甚
タ
其
典
章
こ
旭
セ
ス
故
二
斯
ク
之
ヲ
省
ク
然
レ
ト
モ
カ
ノ

〔
鰺
線
モ
ト
ノ
マ
・
〕

目
耳
三
種
曇
区
自
治
ノ
制
即
政
府
ト
全
区
ノ
両
極
ノ
剃
ヲ
立
ッ
を
ス
目
今
ノ

制
ハ
許
多
ノ
改
正
ヲ
加
…
ヘ
サ
ル
ヲ
得
ス
蓬
異
日
ノ
論
題
ユ
付
ス
ペ
シ
〔
同
上
、

圃
頁
下
欄
外
』
ア
リ
〕

第
四
篇
　
府
県
会
弁
二
区
郡
町
村
ノ
管
理

第
一
鷺
　
府
県
会
ノ
組
織

第
二
章
　
膳
漿
会
ノ
権

第
三
章
区
時
村
会

第
五
篇
　
司

法
　
　
権

　
　
　
　
　
第
一
章
　
大
審
院
弁
二
諸
裁
判
所
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
Ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
七

編
次
大
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8

司
法
権
…
ハ
三
∴
入
権
ノ
一
蒲
シ
．
テ
其
順
序
ハ
立
法
ヲ
立
ツ
ル
者
ハ
珊
一
法
物
忌
ヒ
テ

其
政
ヲ
行
ブ
コ
ト
ヲ
得
ス
独
り
法
ヲ
立
ル
一
事
二
止
マ
リ
政
二
従
ブ
者
立
法
者

」
ノ
法
度
二
型
ヒ
渡
世
ヲ
行
フ
事
ヲ
得
法
ノ
善
悪
可
否
ヲ
論
シ
之
ヲ
（
改
）
変
易

ス
ル
由
華
ヲ
得
ス
而
シ
テ
若
跳
畿
力
法
ヲ
出
遅
犯
ス
ル
者
ア
ル
時
ハ
軍
法
蹴
腐
ハ
他
ノ
ニ

権
胆
二
〔
以
上
、
早
筆
、
3
8
頁
上
欄
外
篇
ア
リ
〕

第
・
・
条
　
金
帝
国
三
最
上
等
法
（
大
審
）
衙
（
院
）
一
驚
所
ヲ
設
置
シ
大
臼

　
本
大
審
院
ト
名
ク

　
該
院
ノ
僚
員
ハ
下
条
応
選
人
ノ
姓
名
表
二
依
リ
　
天
皇
勅
劉
之
ヲ
選
任
ス

第
・
・
条
　
大
審
院
ノ
僚
病
欠
黄
膚
ル
暗
事
之
ヲ
圏
会
ノ
代
議
院
二
逓
知
ス

　
天
皇
代
議
院
ヨ
リ
推
薦
（
奏
呈
）
ス
ル
五
名
ノ
応
選
人
姓
名
表
中
二
就
テ
其

　
欠
員
ヲ
補
ス

　
天
皇
ハ
大
審
院
ノ
僚
員
中
翼
り
其
議
長
ヲ
選
任
ス
蒲
シ
テ
大
検
事
ノ
選
任
ハ

噂
直
チ
ニ
　
天
皇
二
属
ス

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
罠
〕
…
…
…

〔
編
次
大
意
続
キ
）

m
囲
ス
ル
繭
畢
蛾
｛
ク
唯
｛
制
定
ノ
法
ヲ
執
り
テ
之
ヲ
判
決
シ
（
之
〉
三
法
ノ
（
無
）

叢
口
薫
心
可
否
二
弧
覗
鉦
…
ク
唯
其
犯
瓢
非
二
灘
聖
ス
ル
法
ノ
当
否
ヲ
知
ル
ノ
ミ
是
三
大
権
分

割
ノ
ホ
義
ニ
シ
テ
編
次
亦
蓬
二
巾
H
ル
然
レ
ト
モ
君
主
ハ
此
霊
一
大
権
…
ヲ
統
膿
ジ
旦

其
義
ノ
発
生
モ
土
地
人
民
一
一
次
ク
者
ナ
レ
ハ
君
権
ヲ
以
テ
三
大
権
ヲ
首
一
一
置
ク

所
以
ナ
リ
而
シ
テ
立
法
司
法
ハ
正
二
相
終
飴
…
ス
ル
者
ニ
シ
テ
始
斑
…
ヶ
レ
ハ
　
龍
ク

終
ヲ
成
ス
無
…
ク
海
蝕
描
ケ
レ
ハ
翻
罷
ク
姶
ヲ
輪
舞
ハ
ル
事
艦
醐
シ
是
立
法
二
次
ク
三
司
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
Ψ

ヲ
以
テ
シ
テ
其
終
ヲ
完
ク
ス
ヲ
ゑ
ス
〔
以
上
、
朱
筆
、
ご
＋
八
頁
上
・
左
心
奔
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、
「
…
　
ア
リ
〕

餓
用
、
、
条
　
ぬ
人
伽
欝
院
バ
匿
冨
湘
疑
贈
燗
難
脚
嘱
ノ
狙
罪
π
（
ヲ
審
輯
判
シ
）
法
律
ノ
為
傭
糺
弾

　
ヲ
受
タ
ル
ト
代
議
院
ノ
効
告
ヲ
受
ク
ル
ト
ヲ
鵡
湘
セ
ス
之
ヲ
審
判
コ
川
（
シ
）
其

　
官
爽
ハ
左
ノ
如
シ

　
第
一
鷹
会
ノ
議
官
議
員
　
磁
心
三
大
臣
諸
省
ノ
卿
是
ト
同
等
ナ
ル
者
　
第
三

　
参
蜜
甲
院
紬
識
由
醤
　

鮪
弟
四
遣
外
園
岬
公
矩
便
　第
閃
國
府
知
事
県
ム
菊
　
輪
弟
山
ハ
各
か
箔
ノ
局
謄
投

　
及
楚
ト
同
等
ナ
ル
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
不
明
〕

第
・
・
条
　
前
条
二
掲
ク
ル
所
ヲ
除
キ
他
ノ
（
口
□
外
官
）
璽
職
務
上
ノ
犯
罪

　
〔
？
∪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
冒

　
　
（
ハ
）
∴
人
審
院
二
訓
於
輔
ア
ス
ヘ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
⊥
三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
9

　
〔
編
次
大
意
続
キ
〕

・
ハ
矯
胤
罐
U

此
櫨
桶
第
一
漁
墨
司
法
ノ
隔
冨
剃
且
立
法
行
政
ご
権
ト
網
…
開
ス
ル
ノ
慶
ヲ
確
定
第
コ
出
畢

　
ハ
総
ヘ
テ
司
法
概
則
ヲ
確
…
定
シ
以
テ
第
六
雄
漏
憲
法
ノ
修
正
ヲ
ロ
以
テ
全
部
ヲ
畢
ハ

ル
ナ
リ
〔
以
上
、
朱
筆
、
3
9
買
右
欄
外
轟
ア
リ
〕

　
ヤ
否
や
ハ
法
律
二
依
「
ア
十
嶋
ヲ
指
腸
定
ス

第
・
・
条
天
皇
若
ク
ハ
建
族
ヲ
被
告
ト
ス
ル
訴
訟
ハ
大
審
院
二
呂
願
ス
然
レ

　
ト
モ
蹴
爪
通
物
叩
批
H
上
ノ
訴
権
訟
ハ
並
罵
蓮
ノ
裁
判
所
二
於
テ
ス

第
・
・
条
大
審
院
ハ
訴
訟
ノ
挙
行
裁
決
井
二
司
法
宮
法
律
遵
守
ノ
上
二
監
察

　
ノ
検
ヲ
有
ス

　
大
審
院
ハ
旬
法
官
ノ
命
令
処
分
裁
判
法
律
二
違
背
シ
タ
ル
蒔
是
力
為
二
楚
メ

　
タ
ル
怯

　
　
　
　
…
…
…
〔
折
属
〕
…
・
…
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

　
雛
ぼ
ノ
例
規
エ
準
シ
テ
之
ヲ
破
殿
ス

第
・
・
条
　
大
審
院
ノ
僚
員
大
検
事
控
訴
裁
判
所
ノ
東
員
ハ
終
身
官
ダ
リ

　
　
　
　
第
ご
輩
　
瑚
　
法
　
概
　
則

第
・
・
条
　
昆
法
商
法
刑
注
訴
訟
法
治
罪
法
乙
鳥
法
権
（
窟
）
ノ
組
織
ハ
全
国

　
一
般
タ
リ

　
陸
海
瀞
堪
律
及
其
治
麟
非
法
ハ
溺
一
一
　
（
モ
亦
）
法
律
二
依
テ
山
乙
ヲ
定
ム

　
租
税
【
二
一
囲
ス
ル
争
聞
訟
及
漁
法
令
ノ
裁
刺
刊
モ
一
亦
法
律
二
依
テ
之
ヲ
定
ム
〔
三
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵜

晶
弟
・
・
条
　
公
益
ノ
為
二
私
麿
ヲ
収
ム
ル
（
　
）
　
ハ
二
種
ロ
ヲ
以
テ
之
ヲ
布
告
ス

城
璽
ノ
建
築
土
堤
ノ
起
工
修
補
及
伝
染
病
其
他
緊
急
ノ
境
遇
二
二
ミ
前
文
ノ

　
一
公
布
ヲ
　
（
必
）
二
丁
サ
ル
（
ス
ル
ニ
）
時
機
ハ
一
般
ノ
法
律
ヲ
　
以
テ
之
ヲ
定

　
ム

　
公
益
ノ
公
布
及
収
取
ノ
賠
償
ハ
戦
時
火
災
水
温
二
際
シ
不
意
（
師
時
）
二
収

　
取
ヲ
緊
要
ト
ス
ル
時
ハ
何
人
モ
之
ヲ
要
求
ス
ル
事
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
曾
テ
賠

　
償
ヲ
磁
畑
フ
ノ
権
ヲ
濾
坦
殿
（
輿
月
餅
筒
）
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
不
明
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

第
・
・
条
凡
所
有
権
及
其
権
（
口
）
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
諸
権
利
負
債
其
他
私

　
（
堤
）
権
二
…
閃
ス
ル

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
留
〕
…
・
…
・
・

　
訴
訟
ノ
審
理
ハ
特
二
習
法
権
一
一
属
ス

司
法
権
ハ
法
律
二
定
ム
ル
特
例
ヲ
除
キ
テ
ハ
亦
政
権
二
関
ス
ル
争
訟
ヲ
モ
審
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理
ス

第
・
・
条
司
法
権
ハ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
判
旬
縛
二
之
ヲ
執
行
ス

　
司
注
権
い
ト
行
政
権
ト
ノ
闇
∵
　
生
シ
得
ヘ
キ
旛
隅
限
紙
［
触
ノ
晶
裁
判
ハ
法
律
ヲ
以
テ

　
之
ヲ
規
定
ス

第
・
・
条
判
司
傘
捕
ノ
命
令
（
書
）
ハ
傘
捕
二
臨
ミ
或
ハ
傘
捕
ノ
後
速
カ
ニ

　
m
闘
手
当
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
〔
鰻
〕

　
　
　
：
壱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十

　
レ
タ
ル
者
（
人
）
二
千
ス
ヘ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
／

　
判
司
命
令
ノ
規
式
罪
人
糺
弾
ノ
期
限
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
、
・
条
　
聴
別
ナ
ル
重
聯
情
（
臨
吋
機
）
　
二
際
シ
官
一
ヨ
リ
日
本
人
民
ヲ
傘
繍
川
セ
シ
、

　
メ
タ
ル
時
ハ
之
ヲ
命
ム
¶
シ
タ
ル
者
晶
即
時
二
之
ヲ
地
鴫
カ
ノ
判
司
二
｝
組
知
シ
テ
｛
二

　
日
以
内
ニ
ハ
是
（
之
）
二
斑
者
ヲ
解
送
ス
可
（
へ
）
シ
ト
零
（
為
ス
）

　
刑
事
裁
判
所
ハ
其
（
其
法
規
十
二
（
之
力
為
二
）
）
所
管
内
二
三
（
厳
）
法
規

　
ー
ー
　
　
　
　
　
　
、
一
…
　
　
　
　
　
　
　
〔
不
朗
∪

　
遷
（
ノ
厳
）
行
ノ
厳
（
ス
ル
ヤ
）
否
（
口
］
）
ヲ
騰
皿
守
ス
（
へ
）

　
　
　
　
…
…
…
〔
折
口
∀
…
…
・
・

　
（
シ
〉

第
六
篇
　
　
櫃
恵
　
法
　
　
修
　
　
正

第
・
・
旧
記
此
慮
法
ヲ
修
正
セ
ン
、
ト
欲
ス
ル
時
ハ
國
会
ノ
両
院
会
同
必
議
会

　
二
於
一
ア
（
回
議
シ
タ
ル
）
修
財
正
ス
ヘ
キ
四
魔
爪
ヲ
明
賦
ロ
シ
法
鶯
押
ヲ
以
一
ア
勲
畝
案
．
ヲ

国
華
議
ス
ヘ
シ
ト
宣
署
ス
此
法
葎
伴
ヲ
布
養
シ
タ
ル
径
爾
幽
瓜
敦
ノ
日
戸
院
ハ
解
徴
ス

榊
弟
、
・
条
　
新
切
二
聯
悪
任
粗
越
益
・
セ
ラ
レ
ダ
ル
両
院
ハ
覚
ハ
黙
脳
案
ヲ
討
譲
シ
テ
決
ヲ
州
双

ル
（
ス
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
。

喬
号
所
鐵
軍
人
勅
諭
と
西
周
の
憲
法
葦
篭
工
正
誤
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〔
以
上
〕

〔
甑
〕

三
十
一

頁
、
一
段
行

誤

正

六
九

七
一

七
三

…
七
五

七
八

・，

ｪ
○

八
一

〃〃上下上下上〃〃〃下下〃下〃上

○”九五八六三一”二七九六五四四
　
条
二

　
推
薦
を
し

国
土
（
域
）
弁
轟
入
事

　
第
一
章

法
待
二
於
テ

自
今

柄
ス
ル
ノ
際
二
＃
伸
リ
テ

還
（
反
）

第
．
海
年
改
制

．
第
・
・
条

．
有
り
（
ス
）

、
罫
く
胃
昌

‡
つ
フ
落

第
・
・
条
…
…

　
　
の

醒
会
開
期

　
〔
其
禦
以
下
翁
ハ
迄

条
≧

推
薦
起
（
せ
）
し

国
土
（
域
）
卿
晶
人
厩

蟹
、
一
壷

…
法
律
㎜
…
於
テ

郎
今、

柄
ス
ル
ノ
際
ユ
在
り
テ

還
（
反
）

箏毎
年
改
制

…
第
・
・
条

清
畏
。
）

妄
大
網

　
○
〔
増
補
ノ
ニ
字
ナ
シ
冒

　
　
し

…
第
、
、
条
…
…

冨
会
慰
●
「

　
〔
其
事
以
下
看
ハ
迄
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